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１．最近の雇用・失業情勢について
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〈日本経済の基調判断〉

〈現状〉

○景気は、個人消費などに弱さがみられるが、緩やかな回復

基調が続いている。

○消費者物価は、横ばいとなっている。

〈先行き〉
先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、

原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩やかに回

復していくことが期待される。ただし、消費者マインドの弱さや海

外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意

する必要がある。

資料出所 内閣府「月例経済報告」（平成27年2月）
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資料出所 内閣府「国民経済計算」（2014年10-12月期1次速報）
（注） １）四半期の数値は季節調整値。

２）民需：民間消費支出、民間住宅、民間企業設備、民間在庫品増加が含まれる。
公需：政府最終消費支出、公的固定資本形成、公的在庫品増加が含まれる。
外需：財貨・サービスの輸出から、財貨・サービスの輸入を控除したもの。

３）「平成27年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成27年2月12日閣議決定）」によると、平成26年度の実質経済成長率を▲0.5％程度と見込んでいる。

○ 2014年10～12月期（1次速報）の実質国内総生産は、前期比0.6％増（年率2.2％増）となった。

実質経済成長率の推移

2.7 
2.7 

0.1 

-1.5 

0.5 

2.0 

-0.4 

1.1 

2.3 

1.5 
1.9 1.8 

1.8 

-3.7 

-2.0 

3.4 

0.4 1.0 

2.1 

1.4
1.2

1.4

-0.6

-1.9

-0.6

2.6

0.2 1.1

-0.4 -0.6 -0.2

1.4

0.8 0.4

-0.4

1.3

-1.7

-0.6

0.6

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Ⅰ
2010

Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ
11
Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

12
Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

13
Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ

14
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

（年・期）
（年度）

（％）

民需

公需

外需

経済成長率

4



○ 平成27年1月の一般世帯の消費者態度指数（季節調整値）は、前月差0.3ポイント上昇して39.1となり、２か月
連続で上昇した。各指標の動向を前月と比較すると、「耐久消費財の買い時判断」と「雇用環境」が上昇、「暮ら
し向き」と「収入の増え方」が低下した。

○ 内閣府は、消費者態度指数の動きからみた1月の消費者マインドを「下げ止まりの動きがみられる」に据え置
いた。
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資料出所 内閣府「消費動向調査」（全国、月次）
注 １）４項目の消費者意識指標及び消費者態度指数については、それぞれ別個に季節調整を行っているため、消費者意識指標（季節調整値）を単純平均しても消費者態度指数（季節調整値）にはならない。

2） 消費者態度指数の作成方法は以下のとおり。
①「暮らし向き」、「収入の増え方」、「雇用環境」、「耐久消費財の買い時判断」の４項目について、今後半年間の見通しについて５段階評価で回答を求める。
②５段階評価のそれぞれ「良くなる・大きくなる」に（＋１）、「やや良くなる・やや大きくなる」に（＋0.75)、「変わらない」に（＋0.5)、「やや悪くなる・やや小さくなる」に（＋0.25）、「悪くな
る・小さくなる」に（０）の点数を与え、これに各回答区分のそれぞれの構成比（％）を乗じ、乗じた結果を合計して、項目ごとに消費者意識指標(原数値)を算出する。

③４項目の消費者意識指標（原数値）それぞれについて季節調整値を再出し、それらを単純平均して消費者態度指数（季節調整値）を算出する。
④2013年４月調査から、訪問留置調査法から郵送調査法に変更したことにより、不連続が生じている。

暮らし向き

消費動向調査（消費者態度指数）
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○ 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。
○ 輸入は、おおむね横ばいとなっている。
○ 貿易・サービス収支の赤字は、減少傾向にある。
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（注） 1）輸出入は財務省「貿易統計」をもとに内閣府試算。

2）数値は全て季節調整値。
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○ 消費者物価は、横ばいとなっている。

7

102.9

100.0

100.3

101.0

103.6 103.4

103.1
103.5

103.3

101.8

99.0

98.1

101.5101.5

101.3

99.0

99.5

97

98

99

100

101

102

103

104

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2007 08 09 10 11 12 13 14
資料出所 総務省統計局「消費者物価指数」

（注） １）「コア」は生鮮食品を除く総合、「コアコア」は生鮮食品、石油製品及びその他特殊要因を除く総合。
２）コアコアは内閣府が独自に季節調整をかけたもの。
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現在の雇用情勢 ～一部に厳しさがみられるものの、着実に改善が進んでいる。～

○ １２月の完全失業率は、前月より０．１ポイント改善し３．４％。
○ １２月の有効求人倍率は、前月より０．０３ポイント改善し１．１５倍。

※14ヶ月連続で１倍台の水準。

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

（％）（倍）

26年12月の有効求人倍率
1.15倍

（資料出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」 ※シャドー部分は景気後退期。
(注)平成23年3月～8月の完全失業率、完全失業者数は岩手県、宮城県及び福島県の推計結果と同３県を除く全国の結果を加算することにより算出した補完推計値であり、また、9月以降は一部調
査区を除いた全国の調査結果であるため、単純比較はできない。

26年12月の完全失業率 3.4％
完全失業者228万人
（原数値は210万人）
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21年8月
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月、21年7月

完全失業率
過去最高 5.5％
14年6月、8月、
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(山)H24.4 (谷)H24.11
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○ 正社員の有効求人倍率は改善傾向が続いており、平成26年12月では0.71倍となっている。
（集計を開始した平成16年11月以降の最高値。）

9

正社員の有効求人倍率の推移

資料出所：厚生労働省「職業安定業務統計」



○ 完全失業率が低下傾向で推移する中で需要不足失業率も低下傾向で推移しており、
12月時点で0.06％となっている。

資料出所 （独）労働政策研究・研修機構 ユースフル労働統計
（注） １）データは季節調整値。

２）失業は、発生する原因によって、以下に分けることができる。
需要不足失業は、不況によって労働需要が減少するために生じる失業。
構造的・摩擦的失業は、企業の求める条件や資格と求職者のもつ希望や能力とのミスマッチにより生じる失業や、企業と求職者が
もつ情報が不完全であることや労働者が地域間を移動する際に時間がかかるためなどにより生じる失業。

３）均衡失業率は、労働需要（欠員）と労働供給（失業）が一致し、需要不足のない状況での失業率であることから、構造的・摩擦的失業率と考えることができる。
需要不足失業率は、完全失業率と構造的・摩擦的失業率（均衡失業率）の差。

４）グラフのシャドー期は景気後退期。 10
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資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
（注） １）グラフのシャドー期は景気後退期。

２）点線は2014年12月調査時の先行き（３か月後）を示す。

○ 12月短観では、全産業、製造業、非製造業いずれも不足感が強まった。
○ 先行きについては、全産業、製造業、非製造業いずれも不足感が強まる見通し。
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○ 現金給与総額は、一般労働者の所定内給与や賞与等の特別給与の増加により、緩やかに増加して
いる。

○ また、パートタイム労働者比率の上昇が一貫して現金給与総額を押し下げているが、2014年に入って

押し下げ圧力が弱くなっている。
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資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
（注）１）調査産業計、事業所規模５人以上。

２）就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、現金給与総額指数に基準数値を乗じて現金給与総額の時系列比較
が可能となるように修正した実数値を算出し、これらの数値を基にパートタイム労働者構成比を推計している。

３）所定外給与＝定期給与－所定内給与、特別給与＝現金給与総額－定期給与として算出。

就業形態計の現金給与総額の
対前年増減率
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○ 12月の就業形態計の所定内給与は、２か月ぶりに前年を上回っている。
○ 一般労働者の所定内給与は、９か月連続で前年を上回っている。

資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注） 事業所規模５人以上、調査産業計の数値。

所定内給与の前年同月比の推移
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○ 就業形態計及び一般労働者の実質賃金は、物価の上昇により、2013年後半から減少傾向で推移して
いる。

○ 2014年４月以降は、消費税率引上げの影響により大幅に減少しているが、就業形態計では、８月以降、
減少幅が縮小傾向となっている。

資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「消費者物価指数」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
（注） １）調査産業計、事業所規模5人以上。

２）消費者物価指数は持ち家の帰属家賃を除く総合。
３）一般労働者の実質賃金は、名目の現金給与総額を消費者物価（除．帰属家賃）で除したもの。 14
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○ 名目の総雇用者所得は、一人あたり現金給与総額と雇用者数が増加していることから１６か月連続
で増加している。

○ 実質の総雇用者所得は、５か月連続で減少している。

資料出所 総務省統計局「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、内閣府「国民経済計算」
（注） １）内閣府による推計値。

２）名目総雇用者所得＝雇用者数×一人あたり現金給与総額
３）実質総雇用者所得＝名目総雇用者所得／家計最終消費支出デフレーター
４）家計最終消費支出デフレーターは、GDP統計の家計最終消費支出のデフレーターのこと。当該デフレーターは四半期でのみで公表されているが、内閣府にて
月次に分解して推計をしている。
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○非正規雇用は、平成6年から平成16年までの間に増加し、以降現在まで緩やかに増加（役員を除く雇用者全体の37.4％・平成26年平均）。

なお、直近（平成26年12月現在）では、2,016万人（38.0％）。

○正規雇用は、平成6年から平成16年までの間に減少 し、以降その数はわずかに減少。
※総務省「労働力調査（基本集計）」（平成26年12月分）。なお、月単位の公表は平成25年１月から開始。増減を見る場合には、季節的変動があるため、通常、前年同月との比較を行う。

正規雇用と非正規雇用労働者の推移

※

その他86万人（4.4％）

契約社員
292万人（14.9％）

パート
943万人（48.1％）

アルバイト
404万人（20.6％）

派遣社員
119万人（6.1％）

嘱託
119万人（6.1％）

（資料出所）平成11年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、平成16年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10
（注）1）平成17年から平成23年までの数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準）に切替え集計した値。

2）平成23年の数値、割合及び前年差は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値。
3）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
4）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。
5）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
6）割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。
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○ 12月の非正規雇用労働者は対前年同月差49万人増加し、2,016万人となった。
○ 年平均の非正規雇用労働者の増加の内訳を男女別にみると、女性の増加が大きく、また、年齢別にみる

と、高齢者層の増加が大きい。

資料出所 総務省統計局「労働力調査」
（注） 四捨五入の関係上、年齢別の人数の合計と総数は必ずしも一致しない。
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「不本意非正規」の状況（年齢別・詳細） （平成26年平均）

（資料出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成26年平均） 第Ⅱ-16表
（注） １）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。

２）不本意非正規：現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。
割合は、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態についた主な理由に関する質問に対して、回答をした者の数を分母として算出している。

男女計 男性 女性

人数
（万人）

割合
（％）

人数
（万人）

割合
（％）

人数
（万人）

割合
（％）

全体 ３３１ １８．１ １６０ ２７．９ １７１ １３．６

１５～２４歳 ３３ １５．１ １４ １４．４ １８ １５．３

２５～３４歳 ８０ ２８．４ ４０ ４３．０ ４０ ２１．２

３５～４４歳 ７０ １８．７ ３０ ４６．２ ４０ １２．９

４５～５４歳 ６５ １８．３ ２５ ４８．１ ４０ １３．２

５５～６４歳 ６６ １６．９ ３８ ２６．０ ２８ １１．４

６５歳以上 １９ ８．８ １３ １０．７ ６ ６．３
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○ 不本意非正規雇用労働者は３期連続で減少している。

資料出所：総務省「労働力調査」（詳細集計）
（注） １）「不本意非正規雇用労働者」は、現職に就いた理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者としている。

２） 「不本意非正規雇用労働者」については、2013年１～３月期から集計を開始。 19
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【教育訓練の実施状況】 【各種制度の適用状況】

非正規雇用には、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しい、セーフティネットが不十分等の課題。

非正規雇用労働者の課題

（％）
雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

退職金制度
賞与支給制

度

正社員 99.5 99.5 99.5 78.2 83.2

正社員以外 65.2 52.8 51.0 10.6 32.4

（資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成25年）
注）一般労働者の平均賃金は、所定内給与額を所定内実労働時間数で除した値。

（資料出所）厚生労働省「能力開発基本調査」（平成25年） （資料出所）厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」（平成22年）
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２．各種会議等の動きについて

21



＜雇用制度改革・人材力の強化 概要＞
「日本再興戦略」改訂2014 －未来への挑戦－（平成26年6月24日閣議決定）

○ 働き過ぎ防止のための取り組み強化

○ 時間ではなく成果で評価される制度への改革

○ 裁量労働制の新たな枠組みの構築

○ フレックスタイム制の見直し

○ 職務等を限定した「多様な正社員」の普及・拡大

○ 持続的な経済成長に向けた最低賃金の引上げのため
の環境整備

働き方改革の実現

○ 「放課後子ども総合プラン」

○ 保育士確保対策の着実な実施

○ 子育て支援員（仮称）の創設

○ 国家戦略特区における家事支援人材の受入れ

○ 女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築

○ 企業における女性登用の「見える化」及び両立支援
のための働き方見直しの促進

○ 「女性活躍応援プラン」等の実施

○ 働き方に中立的な税制・社会保障制度等への見直し

女性の活躍推進

○ 「あっせん」「労働審判」「和解」事例の分析

○ 透明で客観的な労働紛争解決システムの構築

予見可能性の高い紛争解決システムの構築

○ ジョブ・カードの抜本的見直し

○ 能力評価制度の見直し －キャリア・コンサルティ
ングの体制整備－

○ 官民協働による外部労働市場のマッチング機能の強
化

○ 産業界のニーズに合った職業訓練のベスト・ミック
スの推進

外部労働市場の活性化による失業なき労働移動の実現

○ 未来を創る若者の雇用・育成のための総合的対策の
推進

○ 生涯現役社会の実現に向けた高齢者の活躍促進

○ 人材不足分野における人材確保・育成対策の総合的
な推進

若者・高齢者等の活躍促進

○ 高度外国人材受入環境の整備

○ 外国人技能実習制度の抜本的な見直し

○ 製造業における海外子会社等従業員の国内受入れ

外国人材の活用
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経済の好循環実現に
向けた政労使会議

産業競争力会議
（雇用・人材・教育ＷＧ）

経済財政諮問会議

日本再興戦略等策定後の安倍政権の経済再生に向けた推進体制①

＜主な議論点＞

・賃金上昇に向けた取組など昨年の「政労使
とりまとめ」記載事項のフォローアップ

・労働の付加価値生産性に見合った賃金体系
の在り方

・休み方と働き方改革を通じたワーク・ライフ・
バランスの推進

・成熟産業から成長産業へ、都市から地方
へ、能力発揮を最大化するための移動円滑化

・その他人手不足問題への対応・労働生産性
向上に向けた取組（サービス業の付加価値・
労働生産性向上、女性・高齢者の活躍の場の
提供、ＩＣＴの利活用など）

※9月29日：第1回、10月22日：第2回、11月19
日：第3回を開催。
※第4回目を12月16日に開催し、取りまとめを
行った。

○9月18日 第19回産業競争力会議
→以下について設置

・「実行実現点検会合」
ＫＰＩの進捗状況及び施策の実行実現点
検会合する

・「雇用・人材・教育」ＷＧ
⇒教育・人材改革と雇用制度改革の一
体的推進等

※その他に「新陳代謝・イノベーション」、「国
際展開」、「改革2020」のＷＧも設置

（直近の経過）
○1月29日：第3回雇用・人材・教育WG

⇒企業におけるキャリアマネジメントの確
立、働き手自らの主体的な人材育成

○2月10日：「実行計画」「報告書」閣議決定
○2月13日：実行実現点検会合（女性分野）
○2月17日：

第4回雇用・人材・教育WG（文科省案件）

（今後について）
○平成27年6月目途 ⇒取りまとめ予定

○9月16日 第15回経済財政諮問会議
→「休み方改革ＷＧ」の設置と開催が決定

○平成26年12月27日：
第21回経済財政諮問会議
→議題：平成27年度予算編成の基本方針
等
○１月30日 第１回経済財政諮問会議
→金融政策、物価等に関する集中審議
（第1回）等

「経済財政運営と改革の基本方針」及び「日
本再興戦略」を踏まえ、経済の好循環の実現
に向けて、政労使の三者が意見を述べ合い、
包括的な課題解決のための共通認識を得るこ
とを目的として設置

日本経済再生本部の下、我が国産業
の競争力強化や国際展開に向けた成
長戦略の具現化と推進について調査審
議することを目的として設置

経済財政政策に関し、内閣総理大臣の
リーダーシップを十全に発揮させるととも
に、関係国務大臣や有識者議員等の意
見を十分に政策形成に反映させることを
目的として設置

「休み方改革WG」
・第1回：9月26日
→各省の取組（厚労省、観光省等）
・第2回：10月7日
→自治体からのヒアリング
・第3回：10月15日
→企業からのヒアリング
・第4回：10月24日
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まち・ひと・しごと創生本部 国家戦略特区
規制改革会議

（雇用ＷＧ）

日本再興戦略等策定後の安倍政権の経済再生に向けた推進体制②

○9月3日 まち・ひと・しごと創生本部設置

○11月21日
「まち・ひと・しごと創生法案」可決・成立

○12月26日 第4回まち・ひと・しごと創生会議

＜12月27日＞
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定

○9月9日
第7回国家戦略特区諮問会議

→・区域計画の認定について
・規制改革事項追加について

○9月30日
第8回国家戦略特区諮問会議

→・区域計画の開催状況について（区域
計画の認定申請など）
・規制改革事項の追加について 等

○10月10日
第9回国家戦略特区諮問会議

○10月31日
法案閣議決定、臨時国会提出

（第187回臨時国会閉会により廃案）

○平成27年1月27日
第11回国家戦略特区諮問会議

→区域計画の認定、規制改革事項の
追加等

人口急減・超高齢化という我が国が直面す
る大きな課題に対し政府一体となって取り組
み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律
的で持続的な社会を創生できるようにするこ
とを目的として設置

経済社会の構造改革を重点的に推進す
ることにより、産業の国際競争力を強化す
るとともに、国際的な経済活動の拠点の形
成を促進する観点から、国が定めた国家戦
略特別区域において、規制改革等の施策
を総合的かつ集中的に推進する目的として
設置

内閣総理大臣の諮問を受け、経済社会
の構造改革を進める上で必要な規制改革
を進めるための調査審議を行い、内閣総
理大臣へ意見を述べること等を目的として
設置

まち・ひと・しごと創生政策検討
チームヒアリング

→各テーマ毎に検討チームヒアリングを実施
・10月9日：地域産業（人材・雇用・事業主体）

第１回厚生労働省
「まち・ひと・しごと創生政策検討本部」

→大臣をトップとして、10月23日に開催

【既に意見が取りまとめられたもの】
○雇用仲介事業の規制の再構築に関する

意見（平成27年1月28日）
※ 主に、ニーズの多様化やIT化等に
対応した規制の見直しを求めるもの

【今後意見を取りまとめる予定のもの】
＜本会議＞
○より多様で柔軟な働き方の選択肢を拡大

する方策について議論
・11月10日(第38回)/12月15日(第39回)/

1月22日（第40回）/1月28日(第41回)
→ 多様な働き方を実現する規制改革に

ついて有識者よりヒアリング

＜雇用WG＞
○労使双方が納得する雇用終了の在り方に

ついて議論
・12月4日(第32回)/12月17日（第33回）/

1月23日(第34回)
→ 雇用終了に関して有識者からヒアリング24



経済の好循環実現に向けた政労使会議について（平成26年度）

１．趣旨

２．主な議論点

１）賃金上昇に向けた取組など昨年の「政労使とりまとめ」記載事項のフォローアップ
２）労働の付加価値生産性に見合った賃金体系の在り方
３）休み方と働き方改革を通じたワーク・ライフ・バランスの推進
４）成熟産業から成長産業へ、都市から地方へ、能力発揮を最大化するための職業訓練・移動円滑化
５）その他人手不足問題への対応・労働生産性向上に向けた取組
（サービス業の付加価値・労働生産性向上、女性・高齢者の活躍の場の提供、ICTの利活用など）

３．開催スケジュール

人口減少社会の中で成長を実現していくためには、女性のみならず、若者・高齢者等の活躍も一層促していく必要が
ある。このような目的意識の下、経済の好循環を確固たるものとするため、人手不足といった状況変化も踏まえ、労使
を取り巻く課題について政・労・使三者が大所高所から議論を行い、共通認識を醸成することに意義がある。
そこで、昨年の政労使会議でとりまとめられた取組の状況についてフォローアップするとともに、労働生産性向上を

通じた好循環の維持・拡大に向けた諸課題について議論するため、政労使会議を再開する。

・平成２６年９月から、毎月一回程度開催し、第４回目にとりまとめた。
・第１回目：９月２９日、第２回目：１０月２２日、第３回目：１１月１９日、第４回目：１２月１６日

25

＜経済の好循環の継続に向けた政労使の取組＞
１．昨年の政労使会議で取りまとめた取組の継続 ５．休み方・働き方改革
２．賃金上昇等による継続的な好循環の確立 ６．プロフェッショナルの人材還流円滑化
３．賃金体系の在り方 ７．女性が働きやすい制度等への見直し
４．サービス業等の生産性向上 ８．本取りまとめに係るフォローアップ

４．とりまとめ（概要）

政労使会議関係



＜経緯＞
政府・経済界・労働界は、平成２６年９月２９日以来、「経済の好循環実現に向けた政労使会議」を再開し、政労使

を取り巻く様々な課題について、これまで４回にわたり、内閣総理大臣の出席の下、真摯な議論を重ねてきた。
12月16日、政府、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び日本労働組合総連合会は、

以下のとおり、経済の好循環の継続に向けて、一致協力して取り組むとの認識に至った。

＜経済の好循環の継続に向けた政労使の取組＞

１．昨年の政労使会議で取りまとめた取組の継続
平成２５年１２月２０日に取りまとめを行った「経済の好循環実現に向けた政労使の取組について」

は、これを踏まえ、引き続き、
①賃金上昇に向けた取組 ②中小企業・小規模事業者に関する取組
③非正規雇用労働者のキャリアアップ・処遇改善に向けた取組
④生産性の向上と人材の育成に向けた取組

を継続するとともに、フォローアップを今後も行っていくこととする。

２．賃金上昇等による継続的な好循環の確立
企業収益の拡大から賃金の上昇、消費の拡大という好循環を継続的なものとし、デフレ脱却を確実な

ものとするためには、企業収益の拡大を来年春の賃上げや設備投資に結びつけていく必要がある。この
ため、政府の環境整備の取組の下、経済界は、賃金の引上げに向けた最大限の努力を図るとともに、取
引企業の仕入れ価格の上昇等を踏まえた価格転嫁や支援・協力について総合的に取り組むものとする。

３．賃金体系の在り方
賃金体系については、個々の会社の労使が十分な話し合いのもとでその会社に合った見直しに取り組

んでいく。その際、政府は子育て支援を通じて少子化対策に努める一方、労使は仕事・役割、貢献度を
重視した賃金体系とすることや子育て世代への配分を高める方向へ賃金体系を見直すことが一案であ
る。若年層については、習熟期間であることを踏まえて安定的な昇給とする一方、蓄積した能力を発揮
し付加価値の創出が期待される層では、個々人の仕事・役割、貢献度を重視した昇給とすることが考え
られる。

経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について 第4回政労使会議：配付資料２
（平成26年12月16日）
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４．サービス業等の生産性向上
賃金の継続的上昇を実現するには労働の付加価値生産性の向上が不可欠である。特に雇用の７割強を

占めるサービス業の生産性は伸び悩んでいる。景気回復で労働需給がタイトになった今こそ、サービス
業においても、生産性を向上させ、非正規雇用労働者について意欲と能力に応じて処遇改善や正規化を
図るなどしっかりと賃金を引き上げられる環境を作り上げるときである。労使双方の一致協力による取
り組みを図るものとする。

５．休み方・働き方改革
休みとは、平日の骨休みではなく、人生を最適化する手段である。「休み方改革ワーキンググルー

プ」の報告では、変革のための第一歩として、「プラスワン休暇キャンペーン（三連休以上が集中する
秋を中心に、有給休暇を組み合わせて、４日以上の連休を実施する）」と地域ごとの「ふるさと休日
（伝統行事、イベントのある市町村を中心に設定）」の二つのキャンペーンが提唱された。これらも勘
案して、政労使一体となって、長時間労働を是正する意識改革を進め、休み方改革を推進していくこと
とする。働き方については、個々の従業員の創造性を発揮するためには、様々な働き方があってしかる
べきである。労使はそれぞれの地域や仕事に応じて、個々人の時間を豊かにする働き方について議論を
行い、ワーク・ライフ・バランスの実現につなげることが求められる。

６．プロフェッショナルの人材還流円滑化
地域の中小企業では、後継者、経営の中核を担う人材が不足している。他方で、豊富な経験を持つ大

企業の熟年層は一定程度転職意向を持っているが、実際には多くが転職に結びつかず、能力を最大発揮
できていない状況にある。こうした人材を地域につなげていく仕組みが必要である。このため、職業能
力開発を進めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を中心に、都市圏から地方への円滑な人材還流
が行われることを目指し、民間の力も活用して都市部のプロフェッショナル人材の発掘、相談窓口の整
備等の地域の中小企業支援を推進する。

７．女性が働きやすい制度等への見直し
女性の活躍については、官民を挙げて推進する。政府は、女性が働くことで世帯所得がなだらかに上

昇する制度となるよう税制や社会保障制度を見直す。配偶者手当についても、官の見直しの検討とあわ
せて、労使は、その在り方の検討を進める。

８．本取りまとめに係るフォローアップ
平成２６年１２月１６日付本取りまとめ（「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」）

については、継続的にフォローアップを行っていくこととする。 27



３．労使関係等について
春 闘

スト規制法関係
組織変動研究会
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平成26年 春闘 月例賃金集計

厚生労働省 経 団 連 連 合

資本金10億円以上かつ従業員1,000人
以上の労働組合のある企業

原則として東証一部上場かつ
従業員500人以上の企業

集計可能な連合加盟の組合

314社 109社 5,442組合

７月29日公表 ６月30日公表 ７月３日公表

〈前年比〉 〈前年比〉 〈前年比〉

6,711円 2.19％ 7,370円 2.28％ 5,928円 2.07％

(5,478円) (1.80％) (5,830円) (1.83％) (4,866円) (1.71％)

原則として従業員数
500人未満の企業

集計可能な連合加盟の組合
のうち組合員数300人未満の組合

477社 4,125組合

７月31日公表 ７月３日公表

〈前年比〉 〈前年比〉

4,416円 1.76％ 4,197円 1.76％

(4,085円) (1.63％) (3,642円) (1.53％)

（ ）内の数字は、前年同期の数字 29



平成2６年春闘（回答状況）について

○賃金引上げ
【７月３日公表】 （集計可能な連合加盟の組合）
・平均賃金方式 集計組合数 ５,４４２組合

賃上げ額 ５,９２８円 賃上げ率 ２.０７％
（昨年：４,８６６円 １.７１％）

・同 300人未満 集計組合数 ４,１２５組合
賃上げ額 ４,１９７円 賃上げ率 １.７６％
（昨年：３,６４２円 １.５３％）

○非正規労働者の賃上げ
・時給 集計組合数 ２５６組合

引上げ幅 １１.２８円 （昨年:１０.０１円）

・月給 集計組合数 １４４組合
引上げ幅 ２,２２７円 （昨年:２,５８６円）

○一時金
【７月３日公表】
・年間 月数集計 集計組合数 ２,４２２組合

回答 ４.７８月
（昨年：４.４９月）

同 金額集計 集計組合数 １,２００組合
回答 １,５３９,０２２円
（昨年： １,４５１,３９７円）

・季別 月数集計 集計組合数 ２,４０５組合
（夏季） 回答 ２.２５月

（昨年：２.１２月）

同 金額集計 集計組合数 １,７０８組合
回答 ６８５,２２８円
（昨年： ６２８,５２４円）

○月例賃金

・大手企業 【６月30日公表】 （原則として東証一部上場、従業員500人以上）

集計社数 １０９社 妥結額 ７,３７０円 アップ率 ２.２８％

（昨年： ５,８３０円 １.８３％）

・中小企業 【７月31日公表】 （原則として従業員500人未満）

集計社数 ４７７社 回答額 ４,４１６円 アップ率 １.７６％

（昨年： ４,０８５円 １.６３％）

経団連 集計結果（組合員又は従業員による加重平均）

○月例賃金
【７月29日公表】（資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合がある企業）

集計企業数 ３１４社 妥結額 ６,７１１円 賃上げ率 ２.１９％
（昨年： ５,４７８円 １.８０％）

厚生労働省 集計結果（組合員による加重平均）

連合 集計結果（組合員数による加重平均）

○年末一時金
【12月24日公表】
・年末 月数集計 集計組合数 ２,７３６組合

回答 ２.３９月
（昨年：２.３４月）

同 金額集計 集計組合数 １,８９４組合
回答 ６９８,２２３円
（昨年： ７０８,１５１円）

○夏季一時金
【９月19日公表】（同左）
集計企業数 ３７４社 妥結額 ８００,６５３円 対前年比 ７.２８％

（昨年： ７４６,３３４円 ２.７５％）

○年末一時金

【１月16日公表】（同左）
集計企業数 ３３９社 妥結額 ８００,６３８円 対前年比 ５.１６％

（昨年： ７６１,３６４円 ２.９９％）

○夏季一時金

・大手企業 【７月31日公表】 （原則として東証一部上場、従業員500人以上）

集計社数 １３３社 妥結額 ８６７,７３１円 増減率 ７.１９％

（昨年：８０９,５０２円 ４.９９％）

○年末一時金

・大手企業 【12月19日公表】 （同上）

集計社数 １５７社 妥結額 ８４８,４０５円 増減率 ５.２６％

（昨年：８０６,００７円 ３.４７％）30



平成２６年１０月～１２月に全４回の会議が開催され、１２月１６日に経済の好循環の継続に向け、政府、経団連、日商、全国中央会、
連合の連名で、以下の８点について、一致協力して取り組むとの認識に至った。
≪政労使の具体的取組≫
①昨年の政労使会議で取りまとめた取組の継続

平成２５年１２月２０日の取りまとめを踏まえ、引き続き、①賃金上昇に向けた 取組、②中小企業・小規模事業者に関する取組、③
非正規雇用労働者のキャリア アップ・処遇改善に向けた取組、④生産性の向上と人材の育成に向けた取組を継続し、フォローアップを
行っていく。

②賃金上昇等による継続的な好循環の確立
経済界は、賃金の引き上げに向けた最大限の努力を図るとともに、取引企業の 仕入れ価格の上昇等を踏まえた価格転嫁や支援・協
力について総合的に取り組む。

③賃金体系の在り方
政府は子育て支援を通じて少子化対策に努める一方、労使は仕事・役割、貢献度を重視した賃金体系とすることや子育て世代への配分
を高める方向へ賃金体系を見直すことが一案。

④サービス業等の生産性向上
サービス業においても、生産性を向上させ、非正規雇用労働者について意欲と能力に応じて処遇改善や正規化を図るなどしっかりと賃
金を引き上げられる環境を作り 上げるとき。

⑤休み方・働き方改革
「プラスワン休暇キャンペーン」と地域ごとの「ふるさと休暇」も勘案して、政労使一体となって、長時間労働を是正する意識改革を
進め、休み方改革を推進していく。

⑥プロフェッショナルの人材環流円滑化
職業能力開発を進め、まち・ひと・しごと創生本部を中心に、都市圏から地方への円滑な人材環流が行われることを目指す。

⑦女性が働きやすい制度等への見直し
女性が働くことで世帯所得がなだらかに上昇する制度となるよう税制や社会保障制度を見直す。

⑧フォローアップ
本取りまとめについては、継続的にフォローアップを行っていく。

平成27年春闘について

連合 春闘方針 （H26.12.2）
〇 賃金の引き上げについては、定期昇給・賃金カーブ維持相当

分の確保を前提とし、過年度の消費者物価上昇分や企業収益の

適正な分配の観点、経済の好循環を実現していく社会的役割と

責任を踏まえ、すべての構成組織が取り組みを推進していくこ

とを重視し２％以上の要求を掲げ獲得をめざし、取り組みを進

めていく（定期昇給相当額と賃上げ額を加えた要求は４％以上

とする）。

経団連 経労委報告 （H27.1.20）
○ 経済の好循環の２巡目を回していくために求められることは、収益

が拡大している企業のより積極的な対応である。具体的には、自社の

さらなる発展に向けて、設備投資や研究開発投資、雇用の拡大などと

あわせて、賃金の引き上げを前向きに検討することが強く期待される。

○ ベースアップは賃金を引き上げる場合の選択肢の一つとして考える

べきものである。

○ 大企業としても、取引先企業との取引の適正化に努めていく。

政労使三者の共通認識 （「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」のポイント）（H26.12.16）
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平成26年
○12月２日 連合中央委員会（闘争方針決定）

平成27年
○１月20日 経労委報告公表
○１月26、27日 経団連労使フォーラム
○１月29日 連合と経団連の懇談会 （※１）

（春闘のキックオフ）
○１月～２月上旬 主要産別中央委員会
○２月中旬～下旬

個別労組が要求方針を決定し、要求を提出
○３月18日

自動車、電機などの大手労組への回答日と想定

平成27年春闘のスケジュール

32



（※１）連合と経団連の懇談会のポイント（春闘部分）

【経団連】

（榊原経団連会長）
・今はデフレ脱却と経済の好循環実現に向けた正念場。
・経済界は積極経営を通じて企業収益を高め、賃金の引き上げに向け最大限の努力をする。

（宮原経団連副会長）
・2015春闘への基本姿勢として、経済の好循環の２巡目を回す。総額人件費の適切な管理の下、
自社の支払能力に基づいて決定する。そういう中でベアは選択肢の１つ。

（榊原経団連会長）
・労使双方で納得できる交渉を期待したい。

【連 合】

（古賀連合会長）
・賃金が物価上昇に追いついておらず、月例賃金の継続的かつより一層の引き上げが求められ
る。デフレ脱却か否か岐路に立っている。経済の好循環実現に向けて踏み込んだ対応を要望
する。
・経済の好循環の２巡目を回していくための最大の焦点は、中小企業で働く者、非正規労働者
へ賃上げを波及させ底上げをはかることである。
・2015春闘はデフレから脱却をして、持続的な成長軌道に乗せるための分水嶺。
・あくまで月例賃金の引き上げが重要で、そこにどう成果配分してくかが重要。
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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律（注）の
在り方に関する部会のⅠ検討経緯 及びⅡ報告書（労働政策審議会の部会）の概要

第１回 (Ｈ26. 9.11) 部会の運営・スト規制法について
第２回 (Ｈ26.10.21) 電気事業連合会・資源エネルギー庁からのヒアリング
視察① (Ｈ26.11.25) 東京電力 中央給電指令所・品川火力発電所 視察

第３回 (Ｈ26.11.26) 電気事業の労使関係、諸外国との比較、争議権の保障について
視察② (Ｈ26.12.19) 川崎天然ガス発電所（新電力） 視察
第４回 (Ｈ27. 1.16) 意見の整理
第５回 (Ｈ27. 1.27) 取りまとめに向けた議論

第６回 （Ｈ27. 2. 2） 報告書取りまとめ

Ⅱ．報告書 （労働政策審議会の部会） の概要

Ⅰ．検討経緯

(1) 『スト規制法』は、昭和27年の電産スト等の甚大な影響に鑑み、翌28年に制定された法律。電気事業（一般電気事業及び卸電気事業）の
労使の争議行為のうち、「電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」を禁止すること等を内容とする。

(2) 昨年の通常国会では、第２弾電力システム改革法案の附則にスト規制法の規定の整備を盛り込んだ。具体的には、電気事業類型の見直
しに併せ、スト規制の対象を①送配電事業、②厚生労働大臣が指定する発電事業とした（改正前後で対象範囲は変わらないことを想定）。

(3) 法案採決時、今年の通常国会への提出を目指す第３弾改革法案と併せて、『スト規制法』の在り方を検討することを政府に求める附帯決
議がなされた。

(4) 附帯決議を受け、昨年９月に労働政策審議会に『スト規制法』の在り方を検討する部会 （公労使三者構成）を設置。
審議を６回、視察を２回実施し、今年２月２日に報告書取りまとめ。

（注）以下
『スト規制法』という。

１．労働基本権の保障とスト規制法 ・ スト規制法は、憲法上の争議権保障が及ばない「正当でない争議行為」の方法の一部を明文で禁止し、その防止を図ることが主眼。

２．電気の安定供給と 特殊性
・ 安定供給の重要性は飛躍的に増大。電力需給の逼迫による供給不安。
・ 電気事業は地域独占などの特殊性を有する。

３．電力システム改革の影響も想定した
検討

・ 今後の電気事業の競争環境の状況や電力システム改革が労使関係に与える影響は不透明。
・ また、電力システム改革による業務内容の変化が見込まれる中、現時点で非組合員による代替が可能と判断するのは困難。

○ 『スト規制法』の在り方について、下記の１～３の観点から検討した結果、４の結論となった。

４．今後の方向性
(1) スト規制法は、現時点では存続ということでやむを得ない。（なお、 労側からはスト規制法を廃止すべきとの意見があった。）
(2) 禁止行為に関する解釈通知については、現在の電気事業の状況や、今後の電力システム改革等に伴い業務内容の変化が見

込まれることも踏まえて見直すべき。
(3) 電力システム改革の進展の状況等を十分に検証した上で、今後、スト規制法の在り方を再検討すべき。 34



組織の変動に伴う労働関係に関する研究会（H26.12.4～)

（参考）組織の変動に伴う労働関係に関する研究会 構成員
○荒木 尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授（労働法）
金久保 茂 弁護士
神吉 知郁子 立教大学法学部国際ビジネス法学科准教授（労働法）
神林 龍 一橋大学経済研究所准教授（労働経済）

高橋 美加 立教大学法学部国際ビジネス法学科教授（商法）
富永 晃一 上智大学法学部准教授（労働法）
橋本 陽子 学習院大学法学部教授（労働法）

※敬称略、○は座長

○ 組織の変動（合併・事業譲渡・会社分割）は、使用者と労働者の間の労働関係に影響を与えうる。
○ 会社分割については、平成12年の商法改正による会社分割制度（対象は株式会社・合同会社のみ）の創設に併せて、労働者保護の

観点から労働契約承継法を制定。

これまでの経緯

検討の背景・内容 スケジュール

① 会社以外の
法人類型におけ
る分割法制導入
への対応

○ 農協及び医療法人については、会社同様の分割法制の導入を含めた農協法改正案・医療法
改正案が次期通常国会に提出される予定（予算非関連）。

⇒ 農協及び医療法人の分割時の労働者保護の在り方について検討が必要。

各法案の提出
までに、中間
整理を行う。

② 組織の変動に
伴う労働関係の
諸課題への対応

○ 労働契約承継法の制定から10年余りが経過し、会社法等の制定や裁判例の蓄積等、事情
の変化が生じている。

⇒ 組織の変動に伴う労働関係上の諸課題を改めて整理・検証することが必要。

来年夏以降の
取りまとめを
目指す。

（参考１） 規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）（抄）
④ 農業協同組合の見直し

（参考２） 「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）（抄）
以下の事項について、年内に検討し、その結果に基づいて、制度的措置を速やかに講ずる。
・医療法人の分割
会社法の会社分割と同様のスキームを医療法人について認める。

No 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管

18
組織形
態の弾
力化

単協・連合会組織の分割・再編や株式会社、
生協、社会医療法人、社団法人等への転換
ができるようにするための必要な法律上の措
置を講じる。（後略）

平成26年度検討・結論、法
律上の措置が必要なものは
次期通常国会に関連法案
の提出を目指す。（後略）

農林水産省
金融庁

検討事項及びスケジュール
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施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

１　最近の経済・雇用情勢について（2～20） 労働政策担当参事官室 企画係 深見 7727

２　各種会議の動きについて（21～27） 労働政策担当参事官室 調整第一係 脇嶋 7992

３　労使関係等について（28～33） 労使関係担当参事官室 第五係 小松 7767

３　労使関係等について（34～35） 労政担当参事官室 法規第一係 本多 7742

４　労働法教育について（36～38） 労働政策担当参事官室 政策第一係 安藤 7720

政策統括官（労働担当）　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）


